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今週のキーワード 

優越的地位の濫用 

 自 己 の取 引 上 の地 位 が相 手 方 に優 越 していることを利 用 して、取 引 の相 手 方 に

正 常 な 商 慣 習 に 照 ら し て 不 当 に 不 利 益 を 与 え る 行 為 を い う 。 公 取 委 は 金 融 分 野

に 注 視 し 続 け 、 融 資 を 受 け て い る 事 業 者 （ 借 り 手 企 業 ） を 対 象 に 不 公 正 な 取 引 の

実 態 を 調 査 し 、 平 成 13 年 ７ 月 「 金 融 機 関 と 企 業 と の 取 引 慣 行 に 関 す る 調 査 報 告

書 」 を公 表 、同 18 年 に２回 目 、同 23 年 ６月 にフォローアップ調 査 報 告 書 を公 表 。同

23年 の要 請 を受 けたとする借 り手 企 業 の単 純 平 均 値 は18年 比 で半 減 した。 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 
 

借り手企業に銀行のイジメはないか
公取委、優越的地位濫用をチェック 
 
銀行による借り手企業に対する優越的地位の

濫用については、公正取引委員会によって独占

禁止法違反の排除勧告が行われ、不公正な取引

方法の一つとして禁止されている。しかし公取

委は金融機関の取引先企業への行為に懸念を持

ち、今年６月、５年ぶりに報告書をまとめた。

この間、平成 20 年秋のリーマンショック、平成

22 年夏以降の急速な円高・株安の進行といった

経済情勢が変化する中で、報告書は金融機関と

借り手企業との取引慣行に変化が生じていない

かどうか、定期的に実態を追跡検証したもので

ある。  

今回の調査結果は、①金融機関から「各種の

要請」をされたことがあるという回答の割合が

相当程度減少したこと、②要請で唯一増えたの

は「預金を創設・増額することの要請」で 1.7

ポイント増（平成 18 年調査比）、③同比較で大

幅減は「関連会社等の商品・サービスを購入す

ることの要請」「借り手企業からの借入れの申

出がないときの借入れの要請」など複数にわた

る。 

総じて借り手企業と銀行との取引の実態は好

転しているようだ。これは金融機関自身の独禁

法関係のコンプライアンスへの取り組みの成果

による。平成 22 年１月施行の独禁法改正で優越

的地位の濫用が新たに課徴金納付命令の対象と

なったこと等が重石となっている。今も東日本

大震災復興、超円高と苦しむ中、取引慣行の濫

用は避けて欲しいものだ。 

関心集まる教育訓練費の税額控除
廃止のはずが一転実質２年延長へ 
 
中小企業者等における教育訓練費に係る税額控

除の復活に関心が集まっている。 

教育訓練費に係る税額控除とは、中小企業が負

担した教育訓練費の一定割合の税額控除を認める

制度。負担した教育訓練費の額が人件費の0.15％

以上かつ0.25％未満なら、その教育訓練費の額に

「（教育訓練費割合－0.15％）×40＋８％」で算

出した割合を乗じた額を税額控除限度額とし、

0.25％以上なら12％相当額までの税額控除が認め

られる。 

もともと同制度は今年３月31日をもって廃止さ

れる予定だった。しかし、ねじれ国会や東日本大

震災の影響で国会審議が滞り、他の措置法ととも

に「つなぎ法案」によって今年６月30日まで３ヵ

月延長されていた。それが、国会で棚上げとなっ

ていた2011年度税制改正法案から与野党合意がな

された部分だけを切り離した新法案の成立によ

り、2012年３月31日まで延長されることとなった

のだ。 

教育訓練費にかかる税額控除の適用関係は、

「○年〇月○日までに開始する事業年度について

適用」という規定ぶりであるため、「６月末まで」

とされたつなぎ法によって、つなぎ期間である３

ヵ月以内に事業年度が開始する会社は、実質１年

延長したのと同様の効果が得られていた。 

ところが、今回の改正で同控除の適用が「2012

年３月31日まで」に延長されたことから、実質２

年延長したのと同じ効果が得られたことになる。
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